
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（塩屋北町）配水管取替工事その 4 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設  PEφ50-202.1m,PEφ75-2.4m,φ75-313.8m, 

φ100-248.9m,φ150-274.0m,φ200-0.8m 

     撤去  φ75-153.4m,φ100-359.8m、φ150-187.8m, 

φ200-320.3m 

 

設計変更の理由 

 

① 材料・管工について 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 

 

② 仮配管工について 

工事期間中の水運用を検討した結果、当初の仮配管据付延長に変更が生じる（減） 

 

③ 管布設工について 

他の地下埋設企業と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じる。（減） 

試掘結果をもとに西水環境センターと協議した結果、雨水幹線沿いについて既設管への中詰工から取替

工事となり中詰工が廃工となった。（減） 

 

④ 付帯工について 

道路管理者との協議の結果、舗装本復旧の数量に変更が生じる。（減） 

 

⑤ 交通誘導警備員について 

当初、4人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議により、日配置人数を変更する必要が生じ

た為、交通誘導警備員が変更となる。（増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


